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(57)【要約】
【課題】　酸化ストレス状態を出来るだけ早期に検知す
るための酸化ストレス状態判定方法及びシステムを提供
すること。
【解決手段】　本発明に係る酸化ストレス状態判定方法
は、生体試料サンプル中の8-ヒドロキシデオキシグアノ
シン(8-OHdG)の濃度を、生体試料を採取した直後の早い
時間で測定し、測定した8-ヒドロキシデオキシグアノシ
ンの濃度に基づいて、体内の酸化ストレス状態を判定す
ることを特徴とする。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体試料サンプル中の8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OHdG)の濃度を測定し、
　測定した8-ヒドロキシデオキシグアノシンの濃度に基づいて、体内の酸化ストレス状態
を判定する
　ことを特徴とする酸化ストレス状態判定方法。
【請求項２】
　前処理をしていない生体試料サンプル中の8-ヒドロキシデオキシグアノシンの濃度を測
定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の酸化ストレス状態判定方法。
【請求項３】
　生体試料サンプルを測定試料と混合し、一回の試験で測定試料中の8-ヒドロキシデオキ
シグアノシンの濃度を測定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の酸化ストレス状態判定方法。
【請求項４】
　前記生体試料サンプルが尿である
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定方法。
【請求項５】
　前記生体試料サンプルが全血である
　ことを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定方法。
【請求項６】
　生体試料サンプル中の前記8-ヒドロキシデオキシグアノシンとは別の分析物の濃度を、
酸化ストレス状態の指標として、さらに測定する
　ことを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定方法。
【請求項７】
　前記別の分析物が、
　クロモグラニンＡ、アミラーゼ、酸素ラジカル、バイオピリン、チオレドキシン、ＭＤ
Ａ－ＬＤＬ、血中酸化型α１アンチトリプシン、酸化ＬＤＬ受容体ＬＯＸ－１からなる群
から選択される
　ことを特徴とする請求項６に記載の酸化ストレス状態判定方法。
【請求項８】
　生体試料サンプル中に存在する8-ヒドロキシデオキシグアノシンと、
　該8-ヒドロキシデオキシグアノシンに特異的に反応する反応物質とを反応させ、
　反応により生成又は消費される物質の濃度を電気的又は光学的に測定することにより、
　生体試料サンプル中の8-ヒドロキシデオキシグアノシンの濃度を測定する
　ことを特徴とする請求項１～７の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定方法。
【請求項９】
　生体試料サンプル中に存在する8-ヒドロキシデオキシグアノシンの濃度と、
　酸化損傷を受けることなく生体試料サンプル中に存在する、もしくはあらかじめ生体試
料サンプル中に投入したデオキシグアノシンの濃度と
　を比較することによって酸化ストレス状態の判定を行う
　ことを特徴とする請求項１～８の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定方法。
【請求項１０】
　生体試料サンプルを導入するサンプル導入部と、
　サンプル導入部から導入された生体試料サンプル中の8-ヒドロキシデオキシグアノシン
の濃度を測定する8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部と、
　前記濃度測定部において測定された情報を入力し、8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃
度から体内の酸化ストレス状態を判定する判定処理部と
　を備えていることを特徴とする酸化ストレス状態判定システム。
【請求項１１】
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　前記生体試料サンプルが尿である
　ことを特徴とする請求項１０に記載の酸化ストレス状態判定システム。
【請求項１２】
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部が、生体試料サンプルと、8-ヒドロキ
シデオキシグアノシンに特異的に反応する反応物質とを反応させることができるように構
成されている
　ことを特徴とする請求項１０又は１１に記載の酸化ストレス状態判定システム。
【請求項１３】
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部が、予め前記反応物質を備えている
　ことを特徴とする請求項１２に記載の酸化ストレス状態判定システム。
【請求項１４】
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部が、前記反応物質を測定部の外部から
供給する反応物質供給部を備えている
　ことを特徴とする請求項１２に記載の酸化ストレス状態判定システム。
【請求項１５】
　8-ヒドロキシデオキシグアノシンに特異的に反応する反応物質が、
　抗8-ヒドロキシデオキシグアノシン抗体による抗原抗体反応を生じる試薬、又は
　アプタマーによる結合反応を生じる試薬である
　ことを特徴とする請求項１２～１４の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定システ
ム。
【請求項１６】
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部が、前記反応物質との反応により生成
又は消費される物質の濃度を電気的又は光学的に測定することができるように構成されて
いる
　ことを特徴とする請求項１２～１５の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定システ
ム。
【請求項１７】
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部における前記光学的に測定を行う手段
が目視または分光光度計である
　ことを特徴とする請求項１６に記載の酸化ストレス状態判定システム。
【請求項１８】
　前記分光光度計が、8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部におけるサンプルの反
射率、蛍光、吸光度、透過率又はエバネッセント波の少なくとも一つを測定するために用
いられる
　ことを特徴とする請求項１７に記載の酸化ストレス状態判定システム。
【請求項１９】
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部における前記電気的に測定を行う手段
が、電気化学センサである
　ことを特徴とする請求項１６に記載の酸化ストレス状態判定システム。
【請求項２０】
　前記電気化学センサが、8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部におけるサンプル
の電流値、電圧値、電気抵抗値又はインピーダンスの少なくとも一つを測定するために用
いられる
　ことを特徴とする請求項１９に記載の酸化ストレス状態判定システム。
【請求項２１】
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部が、
　緩衝液を含有する液透過性緩衝液層と、
　前記反応物質を含有する反応層と、
　生体試料サンプルが、前記液透過性緩衝液層を通過した後に前記反応層に至るように前
記液透過性緩衝液層及び前記反応層を支持する支持部材を有する
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　ことを特徴とする請求項１２～２０の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定システ
ム。
【請求項２２】
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部が、
　前記緩衝液層と液接触する少なくとも一つの付加的な層をさらに含む
　ことを特徴とする請求項２１に記載の酸化ストレス状態判定システム。
【請求項２３】
　前記付加的な層が、
　血球分離層、
　放射線遮断層、
　干渉除去層、
　透析層又は
　濾過層
　の少なくとも一つである
　ことを特徴とする請求項２２に記載の酸化ストレス状態判定システム。
【請求項２４】
　前記支持部材が生体試料サンプル導入孔を備え、かつ、
　前記支持部材が、前記緩衝液層及び前記反応層を挟み込み、前記サンプル導入孔から生
体試料サンプルが前記緩衝液層及び前記反応層に供給されるように構成されている
　ことを特徴とする請求項２１～２３の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定システ
ム。
【請求項２５】
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部が、色素を保持する色素層を備え、
　前記緩衝液層が前記色素層の上に重ねて配置される
　ことを特徴とする請求項２１～２４の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定システ
ム。
【請求項２６】
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部が、色素を保持する色素層を備え、
　前記緩衝液層が前記色素層と並置される
　ことを特徴とする請求項２１～２４の何れか一項に記載の酸化ストレス状態判定システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、8-ヒドロキシデオキシグアノシンのよう低分子物質の測定を行うの
に適したイムノクロマトセンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　「酸化ストレス状態」とは、体内で活性酸素と抗酸化物質とのバランスが崩れて活性酸
素が優位になっている状態をいう。
　喫煙、睡眠不足等の身体への過剰の負荷、過度のストレスが原因で抗酸化作用が低下す
ると、活性酸素が増加して酸化ストレスが高い状態になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　酸化ストレスが高い状態は、上記したように、喫煙、睡眠不足等の身体への過剰の負荷
、過度のストレスが原因で陥る症状であるため、これが長く続くと何らかの病気に進行し
ていく可能性がある。また、体内の細胞の酸化が進むと身体が老化するという問題もある
。
　このため、酸化ストレス状態を出来るだけ早期に検知することによって、このままでは
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病気に進行していく可能性がある状態、即ち、未病の状態を検知することができる。
　一方、酸化ストレス状態を調べる方法には、いくつか知られており、測定もされている
。しかし、酸化状態を測定するために、生体試料を安定にするための前処理が必要であっ
たり、煩雑な測定操作をしなければならないという問題点がある。
　本発明は、上記した酸化ストレス状態を出来るだけ早期に検知するための酸化ストレス
状態判定方法及びシステムに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記した目的を達成するために本発明に係る酸化ストレス状態判定方法は、生体試料サ
ンプル中の8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OHdG)の濃度を、生体試料を採取した直後
の早い時間で測定し、測定した8-ヒドロキシデオキシグアノシンの濃度に基づいて、体内
の酸化ストレス状態を判定することを特徴とする。
　生体試料サンプルは、生体内での状態をそのまま反映できるものでなければならない。
生体試料を採取後に外気に接触し、また種々の外的要因を受けて時間が経過することで状
態が変化し、間違った結果を得ることにつながることを回避するために、必要に応じて、
前記生体試料サンプルは、前処理をせずに測定に供することができ、また、生体試料サン
プルを測定試料と混合してから測定に供することもできる。
　生体試料サンプルとしては、例えば、尿や全血等が用いられる。
　また、生体試料サンプル中の8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8-OHdG)の濃度の測定で
は、DNAの構成物質であるグアノシンに対する酸化損傷の状態を知ることができるが、そ
の損傷は酸化作用のある物質からの酸化作用により起こるもので、酸化作用の蓄積が8-ヒ
ドロキシデオキシグアノシンの濃度に関係する。それとともに酸化作用の異なる前記8-ヒ
ドロキシデオキシグアノシンとは別の分析物の濃度も測定し、両測定結果に基づいて、酸
化ストレス状態を総合的に判定してもよい。
　この場合、別の分析物は、例えば、クロモグラニンＡ、アミラーゼ、酸素ラジカル、バ
イオピリン、チオレドキシン、ＭＤＡ－ＬＤＬ、血中酸化型α１アンチトリプシン、酸化
ＬＤＬ受容体ＬＯＸ－１からなる群から選択され得る。
　具体的には、例えば、生体試料サンプル中に存在する8-ヒドロキシデオキシグアノシン
と、該8-ヒドロキシデオキシグアノシンに特異的に反応する反応物質とを反応させ、反応
により生成又は消費される物質の濃度を電気的又は光学的に測定することにより、生体試
料サンプル中の8-ヒドロキシデオキシグアノシンの濃度が測定され得る。
　生体試料サンプル中に存在する8-ヒドロキシデオキシグアノシンの濃度と、酸化損傷を
受けることなく生体試料サンプル中に存在するデオキシグアノシンの濃度とを比較するこ
とによって酸化ストレス状態の判定を行ってもよい。また、生体試料サンプル中に既知濃
度のデオキシグアノシンを添加し、デオキシグアノシンの添加前後の8-ヒドロキシデオキ
シグアノシンの濃度およびデオキシグアノシンの濃度を比較することによって酸化ストレ
ス状態の判定を行ってもよい。
　本発明に係る酸化ストレス状態判定システムは、生体試料サンプルを導入するサンプル
導入部と、サンプル導入部から導入された生体試料サンプル中の8-ヒドロキシデオキシグ
アノシンの濃度を測定する8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部と、前記濃度測定
部において測定された情報を入力し、8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度から体内の酸
化ストレス状態を判定する判定処理部とを備えていることを特徴とする。
　生体試料サンプルとしては、例えば、尿が用いられ得る。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部は、生体試料サンプルと、8-ヒドロキ
シデオキシグアノシンに特異的に反応する反応物質とを反応させることができるように構
成され得る。この場合、前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部は、予め前記反
応物質を備えていてもよく、また、前記反応物質を測定部の外部から供給する反応物質供
給部を備えていてもよい。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシンに特異的に反応する反応物質は、抗8-ヒドロキシ
デオキシグアノシン抗体による抗原抗体反応を生じる試薬、又はアプタマーによる結合反
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応を生じる試薬であり得る。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部は、前記反応物質との反応により生成
又は消費される物質の濃度を電気的又は光学的に測定することができるように構成され得
る。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部における前記光学的に測定を行う手段
は、例えば、分光光度計である。この場合、前記分光光度計は、8-ヒドロキシデオキシグ
アノシン濃度測定部におけるサンプルの反射率、蛍光、吸光度、透過率又はエバネッセン
ト波の少なくとも一つを測定するために用いられ得る。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部における前記電気的に測定を行う手段
は、例えば、電気化学センサである。この場合、前記電気化学センサは、8-ヒドロキシデ
オキシグアノシン濃度測定部におけるサンプルの電流値、電圧値、電気抵抗値又はインピ
ーダンスの少なくとも一つを測定するために用いられ得る。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部は、緩衝液を含有する液透過性緩衝液
層と、前記反応物質を含有する反応層と、生体試料サンプルが、前記液透過性緩衝液層を
通過した後に前記反応層に至るように前記液透過性緩衝液層及び前記反応層を支持する支
持部材を有し得る。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部は、前記緩衝液層と液接触する少なく
とも一つの付加的な層をさらに含み得る。具体的には、前記付加的な層は、血球分離層、
放射線遮断層、干渉除去層、透析層又は濾過層の少なくとも一つであり得る。
　前記支持部材は、生体試料サンプル導入孔を備え、かつ、前記支持部材は、前記緩衝液
層及び前記反応層を挟み込み、前記サンプル導入孔から生体試料サンプルが前記緩衝液層
及び前記反応層に供給されるように構成され得る。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部は、色素を保持する色素層を備え、前
記緩衝液層は、前記色素層の上に重ねて配置されるか、又は前記色素層と並置され得る。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明に係る酸化ストレス状態判定方法は、生体試料サンプル中の8-ヒドロキシデオキ
シグアノシン(8-OHdG)の濃度を、生体試料を採取した直後の早い時間で測定し、測定した
8-ヒドロキシデオキシグアノシンの濃度に基づいて、濃度が濃ければ濃いほど酸化ストレ
ス状態が高いと判定し、濃度が低ければ低いほど酸化ストレス状態が低いと判定するので
、未病の状態を事前に検知することが可能になり、より早い治療を行うことができるよう
になる。
　また、本発明に係る酸化ストレス状態判定システムは、生体試料サンプルを導入するサ
ンプル導入部と、サンプル導入部から導入された生体試料サンプル中の8-ヒドロキシデオ
キシグアノシンの濃度を測定する8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部と、前記濃
度測定部において測定された情報を入力し、8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度から体
内の酸化ストレス状態を判定する判定処理部とを備え、前記判定部において、生体試液中
の8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度が濃ければ濃いほど酸化ストレス状態が高いと判
定し、濃度が低ければ低いほど酸化ストレス状態が低いと判定するので、未病の状態を事
前に検知することが可能になり、病気になる前のより早い段階で生活習慣を見直すきっか
けを作ることが出来、治療が必要な病気になることを未然に防ぐ効果をもつことができる
。また、何らかの自覚症状が出始めた段階で、病院に行き医師に相談するときにでも、ス
クリーニングの検査により過去の酸化ストレス状態を判断することが出来、医師による適
切な指導と治療指針を行うことができるようになる。なお、尿中の8-ヒドロキシデオキシ
グアノシンの濃度の境界値は、40ng/mLであり、この境界値を健常な人では余程の濃縮さ
れた尿サンプルでなければ超えることはなく、4ng/mL～10ng/mLの変動、推移を個々人で
モニターすることで酸化ストレス状態を把握することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、添付図面に示した一実施例を参照して、本発明に係る酸化ストレス状態判定方法
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を実施するための酸化ストレス状態判定システムの実施の形態を説明していく。
【０００７】
　図１は酸化ストレス状態判定システムの概略ブロック図である。
　この図面に示すように、酸化ストレス状態判定システムは、生体試料サンプルを導入す
るサンプル導入部２０、サンプル導入部から導入された生体試料サンプル中の8-ヒドロキ
シデオキシグアノシンの濃度を測定する8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部２１
、及び前記濃度測定部において測定された情報を入力し、8-ヒドロキシデオキシグアノシ
ン濃度から体内の酸化ストレス状態を判定する判定処理部２２を有する。
　前記生体試料サンプルを導入するサンプル導入部２０は、生体試料サンプルを吸収する
ような形態であってもよく、又は、生体試料サンプルを注入する形態であってもよい。前
記生体試料サンプル導入部２０からは、例えば、生体試料サンプルとして尿や全血が導入
され得る。
　生体試料サンプルとして尿を使用する場合、前処理をせずに直接尿をサンプル導入部２
０から導入させることができるが、生体試料サンプルとして全血を使用し、かつ、測定結
果が色で現れる場合には、赤血球が妨害となり判別できないため、予め血清又はは血漿が
分離される。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部２１は、生体試料サンプルと、8-ヒド
ロキシデオキシグアノシンに特異的に反応する反応物質とを反応させることができるよう
に構成され得る。測定結果を色で判別する場合、例えば、前記反応物質に予め金コロイド
等の存在を可視化できる可視化物質を結合させておき、8-ヒドロキシデオキシグアノシン
と反応した可視化物質結合反応物質の量、又は8-ヒドロキシデオキシグアノシンと反応し
なかった可視化物質結合反応物質の量に基づく色を用いて判定処理部２２において酸化ス
トレス状態が判定され得る。
　また、前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部２１は、前記反応物質を予め保
持していてもよく、又は、前記反応物質を測定部２１の外部から供給する反応物質供給部
２１ｇを備えていてもよい。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部２１において用いられる8-ヒドロキシ
デオキシグアノシンに特異的に反応する反応物質には、抗8-ヒドロキシデオキシグアノシ
ン抗体による抗原抗体反応を生じる試薬、又はアプタマーによる結合反応を生じる試薬が
用いられる。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部２１が、前記反応物質との反応により
生成又は消費される物質の濃度を電気的又は光学的に測定することができるように構成さ
れている。
　光学的に測定を行う場合には、前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部２１は
、分光光度計２１ａを備え、この分光光度計２１ａで8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃
度測定部２１におけるサンプルの反射率、蛍光、吸光度、透過率又はエバネッセント波の
少なくとも一つを測定する。
　電気的に測定を行う場合には、前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部２１は
、電気化学センサ２１ｂを備え、電気化学センサが、8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃
度測定部におけるサンプルの電流値、電圧値、電気抵抗値又はインピーダンスの少なくと
も一つを測定する。
　前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部２１は、緩衝液を含有する液透過性緩
衝液層２１ｃと、前記反応物質を含有する反応層２１ｄと、生体試料サンプルが、前記液
透過性緩衝液層２１ｃを通過した後に前記反応層２１ｄに至るように前記液透過性緩衝液
層２１ｃ及び前記反応層２１ｄを支持する支持部材２１ｅを有する。
　また、試料サンプルの種類や測定方法等によって必要に応じて、前記8-ヒドロキシデオ
キシグアノシン濃度測定部２１は、前記緩衝液層２１ｃと液接触する少なくとも一つの付
加的な層（図示せず）を有することができる。具体的には、前記付加的な層は、血球分離
層、放射線遮断層、干渉除去層、透析層又は濾過層の少なくとも一つである。
　前記支持部材２１ｅは、サンプル導入部２０を介して生体試料サンプルが導入される生
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体試料サンプル導入孔２１ｆを備え、かつ、前記支持部材２１ｅは、前記緩衝液層２１ｃ
及び前記反応層２１ｄを挟み込み、前記サンプル導入孔２０から生体試料サンプルが前記
緩衝液層２１ｃ及び前記反応層２１ｄに供給されるように構成されている。
　前記反応層２１ｄでは、生体試料サンプル中の測定対象物と前記反応物質が反応し、そ
れにより生成もしくは消費した物質により色が変化するように構成されている。

　上記したように構成された前記8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部２１におい
て測定された測定結果は、判定処理部２２に送られ、判定処理部２２において、生体試料
サンプル中の8-ヒドロキシデオキシグアノシンの濃度に基づいて酸化ストレス状態の判定
を行う。具体的には、生体試料サンプル中の8-ヒドロキシデオキシグアノシンの濃度が高
ければ高いほど、酸化ストレス状態が高いと判定し、同濃度が低ければ低い程、酸化スト
レス状態が低いと判定する。
【０００８】
　次に、本発明における酸化ストレス状態判定方法で使用可能なイムノクロマトセンサの
実施例を説明していく。
　図２は、イムノクロマトセンサの分解展開図、図３は図２に示したイムノクロマトセン
サの上面カバー以外の部分を組立てた部分分解展開図、図４は図２に示したイムノクロマ
トセンサの上面図を各々示している。
　図中、符号１は土台となるベース基板を示しており、このベース基板１の上に、テスト
ストリップ２及び試液吸収部３が設けられている。
　テストストリップ２は、試液吸収部３に部分的に重ねて配置された試液展開層４と、前
記試液展開層４に部分的に重ねて配置された可視化物質結合抗体保持層５と、可視化物質
結合抗体保持層５に部分的に重ねて配置された展開層６とから成る。
　可視化物質結合抗体保持層５には、測定すべき物質と特異的に反応する抗体に、その抗
体の存在を可視化できる可視化物質を結合させた可視化物質結合抗体が保持されている。
具体的には、例えば、測定すべき物質が8-ヒドロキシデオキシグアノシンの場合、その抗
体は、8OHdG1B1(独立行政法人　産業技術総合研究所　特許生物寄託センター　受託番号F
ERM　P-20122)（本願の出願人が特開2006-056859にて既に提案している抗体）であり、可
視化物質としては金コロイドが挙げられる。この可視化物質結合抗体保持層５に保持され
た可視化物質結合抗体は、試液展開層４を介して試液が導入されると試液中に溶出する。
このため、可視化物質結合抗体保持層５は、使用前（即ち、試液が通過する前）は、可視
化物質（例えば、金コロイド）によって色付いているが、使用後、即ち、試液が正常に通
過した後は、可視化物質が試液中に溶出してしまうため色が無くなる。具体的には、可視
化物質結合抗体保持層５が白いメンブレンから成り、可視化物質が金コロイドである場合
には、可視化物質結合抗体保持層５は、使用前は赤色であるが、使用後は白色になる。
　展開層６は、前記可視化物質結合抗体保持層５に保持された可視化物質結合抗体と結合
して、同抗体を捕捉する固定化抗原物質が固定された判定部７を有する。この判定部７は
、展開層６において測定すべき物質と可視化物質結合抗体とが充分に抗体抗原反応するこ
とができるように、可視化物質結合抗体保持層５から充分に離れた位置に設けられている
。
【０００９】
　上記したように構成されたテストストリップ２及び試液吸収部３はベース基板１上に配
置され、さらに基板１にカバー１０が取り付けられる。
　この実施例では、カバー１０は、ベース基板１における試液吸収部３以外の部分を全て
覆うように寸法決めされており、かつ、テストストリップ２に相当する部分には確認用窓
１１が形成されている。
　この確認用窓１１は、可視化物質結合抗体保持層５の一部と、展開層６における判定部
７が露出するように形成されている。
　また、カバー１０における判定部７に相当する部分には、判定部７を挟むように色調表
１２が設けられている。この実施例では、図３における判定部７の左側に測定すべき物質
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の量が少ない時の色（即ち、濃い色）が、右側に測定すべき物質の量が多い時の色（即ち
、薄い色）が印刷されている。
【００１０】
　次に、上記したように構成されたイムノクロマトセンサの作用を説明していく。
　図５は、上記したイムノクロマトセンサの作用を示す図であり、（ａ）は使用前の状態
を、（ｂ）は使用後の状態を各々示している。
　この説明では、測定すべき物質は、尿中に含まれている8-ヒドロキシデオキシグアノシ
ンの量であり、従って、抗体は、8-ヒドロキシデオキシグアノシンに特異的に反応する抗
体（8OHdG1B1(独立行政法人　産業技術総合研究所　特許生物寄託センター　受託番号FER
M　P-20122)）であり、可視化物質は金コロイドである。また、判定層に固定されている
固定化物質は8-ヒドロキシデオキシグアノシン(8OHdG)である。
　使用者が、尿を試液吸収部３にかけると、尿は試液吸収部３に吸収される。試液吸収部
３に吸収した尿は、毛細管現象により試液展開層４に入り、試液展開層４の幅全体に広が
りながら可視化物質結合抗体保持層５に進む。そして、尿が可視化物質結合抗体保持層５
を通過する時に、尿中に、同層５に保持された金コロイドが結合した抗体（8OHdG1B1(独
立行政法人　産業技術総合研究所　特許生物寄託センター　受託番号FERM　P-20122)）が
溶出する。金コロイド結合抗体が溶出した尿は、そのまま展開層６へ進み、同層６で8-ヒ
ドロキシデオキシグアノシンと金コロイド結合抗体とが抗体抗原反応して、尿中にある8-
ヒドロキシデオキシグアノシンに金コロイド結合抗体が結合する。展開層６に入った尿は
、さらに、毛細管現象により展開層６を判定部７に向かって進む。
　尿が判定部７を通過する時に、既に8-ヒドロキシデオキシグアノシンと結合した金コロ
イド結合抗体は判定部７を通過するが、8-ヒドロキシデオキシグアノシンと結合していな
い金コロイド結合抗体は判定部７に固定された固定化物質と結合して判定部７に留まる。
このため、判定部７は固定化物質と結合した金コロイド結合抗体の金コロイドの色の作用
で赤く見える。
　尿中に含まれている8-ヒドロキシデオキシグアノシンの量が多ければ多いほど、8-ヒド
ロキシデオキシグアノシンと結合しない金コロイド結合抗体の量は少なくなるので判定部
７の色は薄くなり、逆に、尿中に含まれている8-ヒドロキシデオキシグアノシンの量が少
なければ少ないほど、8-ヒドロキシデオキシグアノシンと結合しない金コロイド結合抗体
の量が多くなるので判定部７の色は濃くなる。
　使用者は、判定部７の両隣にある色調表１２の色と判定部７の色とを比較して、尿中に
含まれている8-ヒドロキシデオキシグアノシンの量が多いか否かを判断する。
　ところで、上記したように、このイムノクロマトセンサはカバー１０の窓部１１が、可
視化物質結合抗体保持層５の一部が露出するように形成されている。このため、使用者は
、窓部１１から見える可視化物質結合抗体保持層５の色の変化によって、尿が展開層６に
入っているか否かを確認することができる。具体的には、可視化物質結合抗体保持層５は
、使用前は、そこに保持されている可視化物質結合抗体の可視化物質、ここでは金コロイ
ドの作用で色付いている。そして、可視化物質結合抗体保持層５は試液、ここでは尿が通
過すると、可視化物質結合抗体が試液中に溶出するため同層５の色はなくなる。従って、
試液導入部３から導入した尿が、何らかの原因で展開層６に進まなければ可視化物質結合
抗体保持層５の色は変わらないが、試液導入部３から導入した尿が、正確に展開層６に進
めば可視化物質結合抗体保持層５の色が変わる。このため、使用者は、窓部１１から見え
る可視化物質結合抗体保持層５の色によって試液が正確に展開層６に進んでいるか否かを
確認することができるため、判定結果を間違えて認識することがない。
【００１１】
　上記したイムノクロマトセンサの実施例では、使用者が、判定部７の両隣にある色調表
１２の色と判定部７の色とを比較して、尿中に含まれている8-ヒドロキシデオキシグアノ
シンの量が多いか否かを判断し、尿中に含まれている8-ヒドロキシデオキシグアノシンの
量が多ければ多いほど酸化ストレス状態が高く、同濃度が低ければ酸化ストレス状態が低
いと判定できるように構成した例を挙げているが、生体試料中の8-ヒドロキシデオキシグ
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えば、判定部７の色を光学的に測定する手段（例えば、分光光度計）で測定して、その測
定結果に基づいて、予め、測定結果に応じた酸化ストレス状態の高さを記憶するか、又は
測定結果に応じた酸化ストレス状態の算出方法を記憶した判定処理手段を用いて酸化スト
レス状態を判定してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】酸化ストレス状態判定システムの概略ブロック図
【図２】本発明に係る酸化ストレス状態判定方法に利用可能なイムノクロマトセンサの分
解展開図
【図３】図２に示したイムノクロマトセンサの上面カバー以外の部分を組立てた部分分解
展開図
【図４】図２に示したイムノクロマトセンサの上面図
【図５】図２に示したイムノクロマトセンサの作用を示す図であり、（ａ）は使用前の状
態を、（ｂ）は使用後の状態を各々示している。
【符号の説明】
【００１３】
　１　ベース基板
　２　テストストリップ
　３　試液吸収部
　４　試液展開層
　５　可視化物質結合抗体保持層
　６　展開層
　７　判定部
　１０　カバー
　１１　窓部
　１２　色調表

２０　サンプル導入部
２１　8-ヒドロキシデオキシグアノシン濃度測定部
　２１ａ　分光光度計
　２１ｂ　電気化学センサ
　２１ｃ　液透過性緩衝液層
　２１ｄ　反応層
　２１ｅ　支持部材
　２１ｆ　サンプル導入孔
　２１ｇ　反応物質供給部
２２　判定処理部
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